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は　じ　め　に

ジェネリック医薬品が新しい時代を迎えている．
ジェネリック医薬品の新時代のキーワードは「診
断群別包括支払い制（ Diagnosis Procedure

Combination：DPC）」と「代替調剤」の二つである．
2003年より 83病院で始まった診断群別包括支払

い制（DPC）は，来年 2008年には一挙に 700病院
近くに膨れ上がるはずだ．最終的には DPC病院は
全国 9000病院のうち 1200病院，わが国の一般病床
の半分を占めることになるだろう．DPCでは疾病
別に包括支払いなので，包括範囲に含まれる医薬品
は一転してコストとなる．このため同じ効果である
のならジェネリック医薬品が選択される．
また日本ではその実現が当面無理といわれてい
た「代替調剤」が，2006年にあっけなく導入され
ることが決まった．こちらも医師の承認があれば
患者が保険薬局の薬剤師と協議して先発品をジェ
ネリック医薬品に換えることができるという画期
的な制度だ．
この二つのキーワード「DPC」と「代替調剤」

が，ジェネリック医薬品の普及に大きく係わって
くることになる．これについて以下，見ていくこ
とにする．

1．診断群別包括支払い制（DPC）と
ジェネリック医薬品

（1）DPC病院の拡大
2003年より 82の特定機能病院（大学病院等）で
スタートした DPCであるが，2006年 4月の診療報
酬改定で，その病院数が一気に拡大して 360病院
（17.7 万床）となった．さらに 2006 年 4 月以降
DPCの準備病院に手上げをした病院が 2006年 12

月現在で，371病院（11.4万床）．あわせて 731病
院（29.1万床）が DPCに関連する病院となった．
最終的に DPC関連病院は，2010年ごろまでに全国
約 9000病院のうち 1200病院規模まで達して，その
病床数は 50～ 60万床でおよそ一般病床 92.3万床
の半分程度になると考えられている．
さて，DPCでは疾病ごとに 1日あたりの包括料

金が設定される．包括範囲には入院基本料，検査，
画像診断，投薬，注射，処置が含まれている（図 1）．
このため包括範囲内では，医薬品や検査をどんなに
しても一定支払い額なので，同じ臨床効果であるな
らば安価なジェネリック医薬品を使用する傾向が強
まるといわれている．
実際にその傾向は，中医協の DPC評価分科会が
実施した 2005年 4月の調査結果でも明らかだ．中
医協の DPC評価分科会では DPCが与えた医薬品
使用に対する影響調査を，DPC関連病院について
行っている 1）．この診療科アンケートでは，DPC

対象病院と DPC調査協力病院について行っている．
DPC対象病院とは DPCの算定を実際に行っている
病院で，DPC調査協力病院とは，DPC算定を行っ
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ていないが DPC調査に協力している病院のことで，
DPC 対象病院のコントロール群といえる．この
DPC調査協力病院では DPC導入後も注射薬につい
ては「変化なし」との回答が 94.6％であったのに
対して，DPC算定を行なっている DPC対象病院で
は「変化なし」は 43.3％で，「注射薬を後発品へ置
き換えた」（15.2％），「注射薬を絞り込んだ」，「注
射薬を中止した」，「注射薬の処方日数を減らした」
などを合わせると 60％近くに達した（図 2）．
これは内服薬についても同様で，DPC調査協力

病院では「変化なし」との回答が 90.5％であった
のに対して，DPC 対象病院では「変化なし」は
44.5％で，「内服薬を後発品に置き換えた」（10.9％），
「内服薬を絞りこんだ」，「内服薬を中止した」，「内
服薬の処方日数を減らした」などを合わせるとやは
り 60％近くにも達して，DPC算定により医薬品の
処方パターンが大きく影響を受けていること，特に
ジェネリック医薬品の採用ドライブがかかったこと
がわかる（図 3）．DPC 対象病院の今後のジェネ
リック医薬品の採用推移に注目したい．

（2）DPCデーターからみたジェネリック医薬品
さて DPC関連病院は DPC参加にあたって，厚

生労働省保険局に疾病名などの疾病関連情報とレセ
プト情報を提出することを義務づけられている．保
険局への提出フォーマットは様式 1と EFファイル
と呼ばれていて，様式 1は疾病名や診療関連情報か
らなり，EFファイルはレセプト関連情報となって
いる．こうして集められた DPCデータベースから
はさまざまな情報を分析することができる．
ここではこの DPCデータベースの分析から見え

てきたジェネリック医薬品関連の情報について見
ていこう．DPC データ分析には（株）メディカル
アーキテクツの「ヒラソル」という分析ソフトを用
いた．まず DPC関連病院 17病院における周術期に
予防的に投与される抗菌剤の DPC導入前後の変化
についてみてみた．調査の対象となった 17病院の
うち 15病院は 2005年段階では DPC調査データの
みを提出していて算定は行っていない DPC準備病
院である．残りの 2 病院が DPC の算定をすでに
行っている DPC対象病院である．この 17病院が
2006年にはすべて DPC対象病院となった．つまり
2005年と 2006年を見ると DPCの算定前後におけ
るジェネリック医薬品の導入状況の比較ができる
というわけだ．
さて「ヒラソル」を使って 17病院の周術期の抗
菌剤投与症例 2万症例について，2005年と 2006年
を比較してみると，2005年にジェネリック医薬品
の使用率は 7％であったが，2006年に DPCをすべ
ての病院が算定しだすと，その使用率は 26％と約
4倍に跳ね上がった（図 4）．つまり DPCによって
周術期の予防的抗菌剤がジェネリック医薬品にシフ
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図 1 DPC包括範囲

図 2 DPC病院の注射薬の変化について 図 3 DPC病院の内服薬の変化について

中医協 DPC評価分科会資料（2005年 4月）中医協 DPC評価分科会資料（2005年 4月）



トしたことが分かる．さらに具体的な銘柄名の変
化も DPC データからわかる．これによると 2005

年に予防的投与に多く使われていた先発品の「ユ
ナシン S静注用 1.5g」が，ジェネリック医薬品の
「オーツカ CEZ注－MC」へ，同様に「パンスポリ
ン静注用 1gバッグ S」が「ラセナゾリン注射用 1g」
に置き換わったことも分かった．
ただジェネリック医薬品への置き換え率は病院
によってばらついていた．周術期の抗菌剤の 90％
以上を置き換えた病院から，5％程度しか置き換え
が進んでいない病院までまちまちであった．

DPCデータからはさまざまな医療の質の指標も
検証できる．たとえば入院死亡率や再入院率など
もわかる．これらの指標は医療の質をあらわす代
表的な臨床指標とよばれている．これらの指標が
ジェネリック医薬品の導入前後で変動したかを見
てみた．というのも，安価なジェネリック医薬品
を導入しても，医療の質が落ちてしまっては元も
子もないからだ．
やはりこれを分析ソフト「ヒラソル」を用いて
分析してみた．分析はさきの 17病院のうちとくに
ジェネリック医薬品へのシフトの大きかった上位 8

位までの病院のデータを用いた．この 8病院の抗
菌剤をジェネリック医薬品にシフトした症例につ
いて，死亡率と再入院率が変化したかどうかを見
た．結果はジェネリック医薬品のシフト前後の
2005年と 2006年の比較で，死亡率や再入院率は図
5のように変化はしていなかった．ただ入院後の発
症率といって入院してから発生した病名が付けら

れた率は 2006年に増えていた．しかしこれは DPC

算定によって厳密な病名付けが行われた結果で，
ジェネリック医薬品の影響ではないと考えられた．
つまり結果としては，周術期の予防的投与の抗菌
剤をジェネリック医薬品に置き換えても医療の質
には影響がないことが分かった．

（3）DPCの新たな調整係数
さて DPCの「調整係数」が 2010年には消える
という．調整係数というのは DPC導入時に，大幅
な赤字病院が出ないように前年度の病院の収入を
担保するために導入された係数である．前年度の
DPCの包括範囲の出来高実績を包括実績で割った
もので，前年度の実績を下回らないように調整す
るための係数である．この係数はもともと制度導
入時の暫定的な措置であるために，2010年には消
えるという．
われわれはこの消える調整係数に対して，より
合理的な係数を提唱していこうと考えている．調
整係数に替わる係数として，われわれは P4P係数
を提案している．P4P とは Pay for Performance

（医療の質に基づく支払い）とよばれていて，現在
欧米の医療分野では支払い方式への応用が 2000年
ごろからすでに始まっている．P4Pの考え方は「よ
り高質で効率的な医療提供に対しては経済的なイ
ンセンティブつまりはボーナスを与えよう」，そし
て「それによって医療提供の質と効率を高めよう」
という考え方である．

P4Pの経済的インセンティブの与え方には次の 3

38 ジェネリック研究　Vol. 1, No. 1（2007）

図 4 周術期抗菌剤予防投与
ジェネリック医薬品シフトの最新状況

● 2005 年-2006 年と継続して DPC データが
存在する 17病院，約 20,000 症例

●周術期の予防投与として抗菌剤が使用された
症例を検証



つの方式がある．方式 1は医療の質パフォーマンス
に応じた保険償還の割り増しを行うというもので，
医療の質の達成基準や診療ガイドラインの準拠率に
よって病院の格付けを行って上位の病院に診療報酬
のボーナスを支払うというものだ．方式 2はコスト
削減プログラムに対するインセンティブを与える方
式だ．医療の質が変わらなければよりコストを削減
した病院にインセンティブを与えるという方式だ．
たとえば前述したように死亡率や再入院率といった
医療の質を測定する指標で変化がなければ，ジェネ
リック医薬品の使用率の高い病院にボーナスを支払
うという方式だ．方式 3は以上の基盤として IT化
を実施することに対するインセンティブや質データ
を報告することに対するインセンティブを与えると
いう方式である．
われわれはまずジェネリック医薬品の使用率で，
病院の格付けを行って，それを DPCの新たな調整
係数に応用してはと考えている．

2．代替調剤とジェネリック医薬品

（1）代替調剤に対応した新しい処方箋様式
2006年 4月診療報酬改定により新しい処方箋様

式による代替調剤が始まった．新しい処方箋様式は
備考欄に医師が「後発医薬品への変更可」に同意す
れば記名押印するという形式で，「医師承認型の代
替調剤方式」と呼ばれる方式である（図 6）．2～ 3

年前には代替調剤は「医師の処方権を侵害する」と
いう日本医師会の反対もあって，こんなに早く始ま
るとは夢にも思ってもいなかった．ところが 2005

年 6月 10日，広中和歌子議員の国会質問で，にわ
かに代替調剤が表舞台に躍り出てくる．広中議員に

よる質問は以下のようである．「医師が処方箋を出
す場合，『代替調剤可』などと記載したり，ゴム印
を押したりすることで，薬剤師が患者と相談しなが
らジェネリックを出すことは現行法上可能か」，「ま
た患者が医師にジェネリックの処方を要望したり，
患者が医師に提出するための，『ジェネリックの処
方をお願いします』などと表記されたカード等を各
種団体等が作成し，配布することは法律上可能か」．
これに対する政府回答は「代替調剤可」については
「現行法上可能である」，また「ジェネリックお願い
カード」については「現行法上，特に禁じる規定は
ない」というものであった．
ちなみに「ジェネリックお願いカード」は患者
が受診時に医師にこのカードを手渡すことで，
ジェネリック医薬品の処方や一般名処方について
患者の意志を表明するカードである．現在，日本
ジェネリック医薬品学会のホームページからダウ
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図 5 ジェネリック医薬品シフトによる臨床指標の変化

図 6 後発品への変更可能な処方箋

● 2005 年-2006 年と継続して DPC データ
が存在する 17病院，約 20,000 症例の内，
ジェネリックシフトが顕著な 8病院

●周術期の予防投与として抗菌剤が使用され
た症例を検証



ンロードできる（http://www.ge-academy.org/one-

gai_gif.html）（図 7）．

（2）上田市での代替調剤の結果と課題
さてこうして始まった代替調剤の実態はどのよ
うなものだろう．筆者が 2006年 3月まで勤務して
いた長野県上田市にある国立病院機構長野病院
（以下，長野病院）では，2006年 4月診療報酬改定
に先立って 2005年 12月より一足お先に代替調剤
を開始した．その結果について，2006年 1月に上
田薬剤師会と日本ジェネリック研究会（当時）が
共同で行ったアンケート調査からみていこう．ア
ンケートは，2005年 12月に長野病院での代替調剤
の処方箋発行直後から 1カ月間に会員薬局が受け
付けた長野病院の処方箋が，実際にどのような調
剤につながったかを調べたものだ．アンケートに
は上田薬剤師会の対象 83薬局中，82薬局が回答し
た．調査期間の 2005年 12月の 1カ月中の処方箋
総受付枚数は 9万 7532枚，長野病院の代替調剤に
対応した処方箋総受付枚数は 4873枚で全体の 5％
だった．
調査結果によると，長野病院の代替調剤が可能

な処方箋で後発医薬品を希望した患者は全体の
33％であった．しかし，実際に保険薬局で銘柄を
後発品に変更した処方箋の割合は 18％だった．こ
の患者希望割合と実際の変更割合のギャップは，
以下の理由による．まず，「そもそも先発品に後発
品がないため」，「保険薬局に後発品の在庫がない
ため」，「先発品とジェネリック医薬品の間で適応
症に違いがあるため」の 3つである．
ちなみに，この調査期間中に，後発医薬品に銘
柄が変更された主な医薬品は，ガスター錠 10／ 20

mg，ロキソニン錠，メバロチン錠 5／ 10mg，ベ
イスン錠 0.2／ 0.3 mg，セルベックスカプセル，メ
チコバール錠 500μg，ミオナール錠，パナルジン
錠などだった（表 1）．
また，代替調剤の効果を上田薬剤師会の会員薬
局 82軒に質問（複数回答）したところ，回答は以
下のようであった．「国民医療費の削減」62 件，
「薬剤師としての職能責任が高まる」35件，「ジェ
ネリック医薬品在庫リスクの軽減」32件，「患者と
の信頼関係が高まる」26件，「患者の医薬品への知
識が向上する」19件など（図 8）．
一方，今回，長野病院が発行した代替調剤に対
応した処方箋の問題点や課題を聞いたところ，「先
発品との適応症の違いで迷う」59件，「ジェネリッ
ク医薬品在庫数増加による経営的問題」52件，「患
者への説明が増え効率が悪化する」39件，「医薬品
選択基準に迷う」38件，「その他」10件となった
（図 9）．
このうち「適応症の違い」が，今回の代替調剤
では大きな問題としてうかびあがってきた．新薬
とジェネリック医薬品で適応や効能に違いがでる
のは，新薬が上市されてから以降，あらたな臨床
試験で医薬品の適応が拡大して，効能追加が起き
る場合だ．この場合にも新たな適応や効能につい
ては特許で保護されている．このためこの特許期
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（日本ジェネリック医薬品学会のホームページ
http://www.generic.gr.jp/からダウンロードできる）

図 7 ジェネリックお願いカード

表 1 上田薬剤師会における代替調剤置き換え品目ベス
ト 10（上田薬剤師会調査 2006 年 1月）

第 1 位 ガスター
第 2 位 ロキソニン
第 3 位 メバロチン
第 4 位 レニベース
第 5 位 ベイスン

第 6 位 セルベックス
第 7 位 メチコバール
第 8 位 ミオナール
第 9 位 パナルジン
第 10位 アルファロール



間がすぎないとジェネリック医薬品も適応を追加す
ることができない．たとえばプレタールは脳梗塞の
再発に適応症をもつが，プレタールの後発品にはそ
の適応がないといった具合である．こうした適応症
違いの医薬品リストを表 2にかかげておくので参照
されたい．かなりの数の医薬品が含まれていること
に気づく．
さてアンケートにもどると，銘柄変更する際の医

薬品選択基準については，「安定供給の確立されて
いるメーカー」69件，続いて「地域で流通してい
る医薬品」46件，「情報提供体制の整っているメー
カー品」39 件，「オレンジブックを参照」33 件，
「取引卸のメーカー品」28件，「大規模メーカー医
薬品」25件，「薬価の低い医薬品」22件，「剤形的
付加価値のある医薬品」17件などという結果だっ
た（図 10）．

（3）2006年 4月以降の全国の代替調剤調査
さて，2006年 4月診療報酬改定以降，全国に新
しい処方箋様式による代替調剤が広まった．この結
果についても，すでにいくつかの調査が行われてい
る．たとえば上田薬剤師会も 2006年 6月に 2005年
12月の調査と同様の調査を再度行っている．この
調査によると回答した保険薬局は 83軒で，代替調
剤可の署名のあった処方箋の比率は 25％，そのう
ちジェネリック医薬品に 1つでも変更が行われた処
方箋の比率は 24％で，結果として代替調剤がなさ
れた処方箋の比率は前 2者を掛け合わせて 6.4％で
あった．同様に鎌倉・茅ヶ崎薬剤師会の 2006年 6

月の 44保険薬局の調査では，代替調剤可署名率は
28％，そのうちジェネリック医薬品に実際に変更
が行われた処方箋比率は 23％，代替調剤処方箋の
比率は 6.4％であった．また 2006年 4月に静岡県
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図 9 代替調剤の問題点

図 10 代替調剤における医薬品選択基準

図 8 代替調剤への期待

上田薬剤師会・日本ジェネリック研究会合同調査（2005年 2月） 上田薬剤師会・日本ジェネリック研究会合同調査（2005年 2月）

上田薬剤師会・日本ジェネリック研究会合同調査（2005年 2月）



を中心とした 604軒の保険薬局調査では署名率 26．
6％，ジェネリック医薬品に変更された処方箋比率
30.4 ％，実際の代替調剤処方箋比率は 7.96 ％で
あった．日本薬剤師会も 2006年 4月，5月に同様
な調査を全国 126の保険薬局で実施している．こ
れによると，署名率 10.2％，実際に代替調剤がお
こなわれた処方箋比率は 1.8％と，上田薬剤師会を
はじめとした他の調査結果よりは低い値がでてい
る（図 11）．
これらの調査をおしなべてみると，実際に代替

調剤がおきた処方箋の比率は 2～ 8％の間である
ことがわかる．この数値は代替調剤が鳴り物入り
で始まったにしては意外に低い数値かもしれない．
ただ年間に発行される院外処方箋枚数は 6億枚で

ある．2～ 8％の間の 5％の値をとったとしても，
6億枚のうち 3000万枚の処方箋において，ジェネ
リック医薬品への置き換えが起こったと考えられ
る．こうしてみると代替調剤スタート元年として
はまずまずのスタートであったと言えるかもしれ
ない．

（4）代替調剤普及のための5つの壁
さて，今後代替調剤を普及させるためにはどの
ような方策があるだろうか？　これについてはま
ず代替調剤率が何によって決定されているかを見
るのがよい．代替調剤率は以下の式で決定されて
いる．
代替調剤率＝①院外処方箋発行率×②保険医署名

率×③患者の希望率×④薬剤師の推
奨率×⑤（1－適応違い医薬品の率）

この式から代替調剤の普及を阻害している 5つ
の壁も見えてくる．
第 1の壁：院外処方箋発行率の壁
まず代替調剤は院外処方箋が前提となる．つま
り院外処方箋でなければ患者は保険薬局に持ち込
めないので，代替調剤は起こりえない．この院外
処方箋の発行率は現在，全国平均が 50％である．
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図 11 2006 年 4月以降の調査

表 2 先発品と後発品で適応が違う薬剤の例（上田薬剤師会 2006 年 1月調査）
適応違い先発品リスト〔カッコ内は先発品にはあるが，後発品にない適応〕

・ナイキサン錠（痛風発作等に適応ある）
・シンメトレル錠（脳梗塞後遺症に伴う意欲・自発性低下
に適応あり）
・ムスカルム顆粒（変形性脊椎症に伴う筋緊張状態の改善
に適応あり）
・メキシチールカプセル（糖尿病性神経障害に適応あり）
・インデラル（本態性高血圧症の適応について他剤無効例
に適応あり）
・アーチスト（虚血性心疾患または拡張性心筋症による心
不全に適応あり）
・ミニプレス（前立腺肥大症に伴う排尿障害に適応あり）
・コメリアンコーワ（IgA腎症の蛋白尿に適応あり）
・ペルサンチン（ワーファリンとの併用による心臓弁膜置
換手術後の血栓予防に適応あり）
・アダラートカプセル（本態性高血圧症，腎性高血圧症に
適応あり）
・スピロペント（腹圧性尿失禁に適応あり）
・オメプラール（ヘリコバクター・ピロリの除菌に適応あ
り）
・タケプロン（ヘリコバクター・ピロリの除菌に適応あり）

・セルベックス（急性胃炎，慢性胃炎の急性増悪期の胃粘
膜病変に適応あり）
・アプレース顆粒（急性胃炎，慢性胃炎の急性増悪期の胃
粘膜病変に適応あり）
・ウルソ錠（原発性胆汁性肝硬変における肝機能改善効果
に適応あり）
・プレタール（脳梗塞の発症後の再発抑制に適応あり）
・ドルナー（原発性肺高血圧症の適応あり）
・エパデールカプセル（高脂血症状に適応あり）
・オパルモン（腰部脊椎管狭さく症に伴う自覚症状の改善
に適応あり）
・ネオーラル（心臓移植，肺移植，膵移植の拒絶反応抑制
等に適応あり）
・フォイパン錠（術後逆流性食道炎に適応あり）
・モニラック・シロップ（小児における便秘の改善に適応
あり）
・リファジンカプセル（感受性のあるらい菌，ハンセン病
の適応あり）
・イトリゾールカプセル（爪カンジダ症，カンジダ性爪囲
炎に適応あり）



外来処方箋のうち 2枚に 1枚が今回の新しい処方箋
様式になったといえる．
ただ院外処方箋の発行率は全国の都道府県や地

区でまちまちだ．先の上田薬剤師会のある長野県
上田市のような医薬分業の先進地区では院外処方
箋発行率が 80％以上のところもあれば，北陸 3県
のように低い医薬分業率にとどまっているような
地域もある．
このためまずは院外処方箋の普及の度合いが代替
調剤の最初の壁となる．
第 2の壁：医師の壁
次の壁は医師が新しい処方箋様式の「後発医薬品
への変更可」の欄に署名捺印をしないと代替調剤は
普及しない．医師の代替調剤に関する意識調査を
行った 2006 年 4 月の日経ドラッグインフォメー
ションの調査（医師 461名の調査）によると，医師
で積極的に代替調剤の署名を行う割合は 31％にと
どまっていた．また代替調剤の署名をしないとして
いる医師も 15％で，残りの 54％の医師は「患者か
らの要望があればする」としている（図 12）．この
点では，医師の壁を突き崩すには患者からジェネ
リック医薬品を希望することが大事であることが分
かる．
第 3の壁：患者の壁
ただ，この患者のジェネリック医薬品の希望率も
いまのところ少ない．上田薬剤師会の調査でも希望
率は 33 ％にとどまっていた．これだけテレビコ
マーシャルでジェネリックメーカーの宣伝を行って
いるので，患者の希望率が増えてもよさそうである
が，単にジェネリック医薬品という言葉を聞いたこ

とがあるくらいでは，実際の行動に結びついていな
いのが現状である．この間の事情は 2006年 8月に
NTTレゾナントと三菱総合研究所が行ったインター
ネット調査でも明らかだ．調査対象 2192人のうち
「知っているが使ったことはない」が 54％，「言葉
は聞いたことがあるが詳しくは知らない」29％，あ
わせて 83％と大多数を占めることがわかる．
また，糖尿病の患者にジェネリック医薬品のこと
を聞いたアンケート調査でも同様な結果が明らかに
なっている．糖尿病患者 552人にインターネット調
査を 2006 年 8 月に行ったところ，71 ％がジェネ
リック医薬品を知っていたが，そのうち糖尿病薬に
ジェネリック医薬品があることを知っていたのは，
わずか 17％であった．このようにまだまだ一般人
や患者にジェネリック医薬品についての知識が浸透
しているとはいえないのが現状だ．
第 4の壁：薬剤師の壁
さて薬剤師の壁も厚い．というのは後発医薬品変
更可の処方箋を持って保険薬局に患者があらわれた
ときに薬剤師の対応いかんで患者のジェネリック医
薬品の選択率が変化するからだ．先述した上田薬剤
師会の調査でもわかるように，先進的な上田薬剤師
会の会員薬局でも代替調剤について「患者への説明
負担が増えた」と感じる薬局が多かった．このこと
からも言えるように，保険薬局の窓口で，十分な
ジェネリック医薬品の説明を行うことに対しては負
担感が大きく，しばしば患者への説明もなしに医師
の処方どおりの調剤が行われるケースもまだまだ多
いのだろう．
さらに，薬剤師は医師よりジェネリック医薬品に
対する不信感も高いようだ．これは 2006年 5月の
医薬品卸アステムによる病院，診療所，保険薬局の
ヒヤリング調査からも明らかだ（図 13）．ヒヤリン
グ調査は 591 病院（200 床未満），1455 診療所，
2047 保険薬局で行われた．その結果によると，
ジェネリック医薬品に対して肯定派は医師では
68％であるに対して薬剤師では 25％にさがる．一
方，ジェネリック医薬品の否定派は医師では 24％
であるのに対して薬剤師では 50％にも達していた．
このようにジェネリック医薬品については薬剤師の
意識が大きな壁になっていることがわかる．
第 5の壁：適応違いの壁
上田薬剤師会のアンケート調査からも明らかだ
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日経 DI，2006年 4月調査（461人の医師を対象）

図 12 後発医薬品への変更可処方箋に対する医師の署
名に関する意識調査



が，先発品とジェネリック医薬品の適応違い問題
が保険薬局の現場では頭が痛い問題だ．保険薬局
と医療機関の間で患者の疾病情報が共有化されて
いないことが最大の原因としてあげられる．この
ため適応症違いがある先発品については，おのず
から保険薬局で代替調剤控えがおきてしまう．と
いうのも適応違いの医薬品を調剤した場合，疾病
名と調剤された医薬品を支払い基金で照合したと
きに適応違いが発見されると，医療機関側で処方
箋料がカットされてしまうからだ．こうした適応
違いの問題は，処方する医師と保険薬局の薬剤師
が患者の疾患情報を共有化することで克服するこ
とができる．処方箋に疾患情報を盛り込むことは，
患者への病名非告知例についてはどうするのかな
ど問題は多いが，疾患情報の共有化はぜひとも解
決していきたい問題だ．

3．どんなジェネリック医薬品が
よく使われているのか

さて，DPCや代替調剤の進展にともなって，着
実にジェネリック医薬品の採用は進んでいる．そ
れではどのような医薬品が保険医療機関や保険薬
局で採用されているのだろうか？ この調査もしだ
いに進んできた．たとえば国立病院機構グループ
は政策的にジェネリック医薬品導入を薦めている
こともあって，グループの採用品目リストも最近
充実していきた．最近，公表された同機構グルー
プ内での採用リストとしては，「後発医薬品使用に
係る留意事項について」（国立病院機構本部医療部
長，2005年 10月）の中に掲載されたリストがある 3）．

このリストでは，2400品目の後発医薬品採用リス
トが掲載され，さらにそれぞれのジェネリック医
薬品を，全国 149の国立病院機構グループ病院の
うち何施設が使用しているかの施設数まで記載し
てある．このリストよりジェネリック医薬品の採
用施設順位別のベスト 300を作成したところ，表 3

のようであった．こうした表をもとにジェネリック
医薬品を選択していくことも，今後は必要だろう．
また代替調剤で置き換えられるジェネリック医
薬品には，先の上田市の代替調剤によって置き換
えられた先発品リスト（表 1）をみると，長期にわ
たって服用する生活習慣病薬が多い．やはり長期
投薬ほどジェネリック医薬品の自己負担分の軽減
効果がでてくるからだろう．

4．日本ジェネリック医薬品学会について

さて，日本ジェネリック医薬品学会が 2007年 4

月スタートする．本学会は，前身の日本ジェネ
リック研究会が発展改組して作られた，日本で始
めてのジェネリック医薬品に関する学会である．
本学会は医師，薬剤師，患者などのジェネリック
医薬品のユーザーの立場からジェネリック医薬品
を研究することを目的としている．現在会員数は
2000名あまり，役員は会長，武藤正樹（筆者），副
会長，佐藤博（新潟大学教授，新潟大学医歯学総
合病院薬剤部長）である．活動としては年 1回の
学術大会，学術雑誌の発行，ジェネリック医薬品
情報システム（GIS）の運営，ジェネリックお願い
カード，出版等を行っていく．
このうちジェネリック医薬品情報システムは国
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図 13 第 4の壁：薬剤師の壁



内初めてのジェネリック医薬品比較サイトで，本学
会のホームページ（http://www.ge-academy.org/）
よりアクセスできる（図 14）．これも利用してほし
い．また 2006 年 1 月よりこのシステムをもとに
「かんじゃさんの薬箱」として，患者用ジェネリッ
ク比較サイトも開設した（図 15）．こちらも患者さ
んから好評で 1月よりすでに 20万件以上のアクセ
ス数がある．こちらも参考にしてほしい．

お　わ　り　に

さて，特許の切れた新薬から作られるジェネリッ
ク医薬品はいわば人類共通の財産である．こうした
ジェネリック医薬品を選び，育てるのは，現場の医
師，薬剤師，そして消費者である患者にほかならな
い．それにはまず専門家も一般市民もジェネリック
医薬品を正しく知り，その良い面も不安な点もふく
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文献 3より

1位 インクレミンシロップ（108）
2位 ソルデム 3A 500ml（106）
3位 キシロカインポンプスプレー（104）
4位 SPトローチ明治（97）
5位 メチコバール錠 500μg（94）
6位 カリーユニ点眼液（93）
7位 ソルデム 3A 200ml（87）
8位 ニトロペン錠（86）
9位 デキサルチン軟膏（80）

10位 ジヒデルゴット（70）
11位 カロナール細粒 20％（68）
11位 サクシゾン 100（68）
11位 MS温シップ（68）
12位 バファリン 81mg（66）
13位 オイパロミン 300mlシリンジ（63）

14位 ペンコール（53）
15位 AZ点眼薬（51）
15位 ハイセレン細粒 40％（51）
16位 サージセル・アブソーバブル・ヘモ

スタット（51）
17位 カロナール錠 200（48）
18位 レミナロン注射用 100mg（47）
19位 イントラリポス 20ml（44）
20位 ムコサールドライシロップ（43）

300位

表 3 国立病院機構病院採用ジェネリック医薬品ベスト 300
10 施設以上採用： 2005 年 5月（カッコ内は採用施設数）

図 14 ジェネリック医薬品情報システム（日本ジェネリック医薬品学会の
ホームページ http://www.generic.gr.jp/からアクセスできる）



めて情報を公開して広く議論していくことが大切
であると考える．こうした議論の場として日本
ジェネリック医薬品学会がお役に立てればと考え
ている．
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図 15 かんじゃさんの薬箱（日本ジェネリック医薬品学会のホーム
ページ http://www.generic.gr.jp/からアクセスできる）




